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災害ケースマネジメント
モデル事業研修 基調講演

多発する
自然災害と
災害ケース

マネジメント



「災害」とは

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、
土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑
りその他の異常な自然現象又は大規模な
火事若しくは爆発その他その及ぼす被害
の程度においてこれらに類する政令で定
める原因により生ずる被害をいう
（災害対策基本法２条１号）



HazardとDisasterの違い

ディザスターは
社会や生活上の被害

ハザードは
危機や現象



私たちが守るべき最も大切なもの

生命
人権

幸福追求権＆
個人の尊重

憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立
法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



「被災」とは

一人ひとりの人権を回復すること

一人ひとりの人権が損なわれること

一人ひとりの人権が危機にさらされること

復旧・復興・生活再建とは



現在の被災者支援の仕組み

災害救助
法

災害弔慰
金法

被災者生
活再建支
援法

様々な支
援策
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地域防災基本計画

災害対策基本法

憲法（幸福追求権＆個人の尊厳）



でも・・・
制度や仕組みだけで
被災者は救われるか？



「人を救うのは人しかいない」

公益社団法人ＡＣジャパン（公共広告機構）
の1995年阪神淡路大震災のCM画面より引用



なぜ、
災害ケースマネジメント

が必要なのか？

令和6年度災害ケースマネジメント実施体制整備 モデル事業

愛知県 岡崎市 伊勢市 高知県



災害ケースマネジメントの呼び掛け



取り残される一人ひとりの被災者

救済されない
零細事業者



在宅被災者の現実



Ｒ６年５月中旬 珠洲市の訪問個別相談



２０～
２９点

１０～
１９点

９点
以下

５０点
以上

４０～
４９点

３０～
３９点

「罹災証明書」は

１００点満点の住宅の壊れ度テスト
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どの判定をもらうかで天国と地獄の差になることも



住宅再建
支援金

就労支
援

災害保護
・貸付金

医療支
援

心のケ
ア

生活再建の
支援

復興支援員
の寄り添い

住宅被
害

仕事喪失

収入減
少

健康被
害

トラウマ

家族離散

コミュニ
ティ喪失

個別計画
と実践

制度の限界を克服する

「り災証明一本主義」から「ありのままの被害」を注目へ



災害関連死

【原発避難と関連死】

原発事故で避難してきた
ご一家

夫はH23.11月に逝去

残された妻子は7年間が
んばり続けた

ある日つながった

関連死の認定を受ける

はじめて遺族として待遇
される

娘は父の死と向き合えた



リーディングケースの紹介
震災時７５歳。過去に脳梗塞・糖尿病を患い，胃も３分の２切除され

ていた。左半身不全麻痺及び言語障害があった。
阪神大震災６日前には危篤状態になり「病院としても打つ手がな

い」「いつ死んでもおかしくない」と医師が説明していた。
震災時集中治療室にいた。震災で人工呼吸器が外れ，計器は止

まったが自発呼吸はしていた。心マッサージを試みたが，停電で心
電図モニターが停止していたので間もなくこれを注視した。
震災約１時間後に死亡。

４ 最高裁判所判決（第三審）→ 大阪高裁判決を維持（確定）

３ 大阪高裁判決平成１０年４月２８日（第二審）→ 支給

２ 神戸地裁判決平成９年９月８日（第一審） → 不支給

１ 芦屋市 → 不支給決定





制度の限界を克服する



災害ケースマネジメント

被災者一人ひとりに
必要な支援を行うため、

被災者に寄り添い、

その個別の被災状況・生活状況などを把握し、

それに合わせて様々な支援策を組み合わせた

計画を立てて、

連携して、

生活再建を支援するしくみ



厚労省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に 関する検討会（地域共生社会推進検討会）」の最終とりまとめより

課題解決型支援 伴走型支援



■災害ケースマネジメント

被災者一人ひとりの被災状
況や生活状況の課題等を個
別の相談等により把握した
上で、必要に応じ専門的な
能力をもつ関係者と連携し
ながら、当該課題等の解消
に向けて継続的に支援する
ことにより、被災者の生活
再建が進むようマネジメン
トする取組

定義の字面に縛
られないこと！



定義の言葉を四角四面に捉えない

•→ 伴走型支援が大事

「課題等の把握・解消」

•→ 戸別訪問＆現場主義

「相談等により把握」

•→ 家族やボラの「その人を支える強み」

「専門的な能力をもつ関係者と連携」

•→ 目的はマネジメントじゃなく生活再建

「マネジメントする取組」
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「災害ケースマネジメントに関する取組事例集」より

鳥取県

倉敷市



「災害ケースマネジメントに関する取組事例集」より

盛岡市

岩泉町



災害ケースマネジメントのポイント
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①アウトリーチ（申請主義の克服）

②一人ひとりのリアルを把握する（世帯じゃない）

③支援の総合化・計画化（オーダーメイド）

④官民連携（よってたかって／餅は餅屋）

⑤目的を見誤らない（生活再建を図るためにある）



一人ひとり（≠被災世帯）
のリアルを把握する

子どもに
二次被害

被災者生活再建支援法
や福祉は「世帯」単位

ポイント１



アウトリーチ
（申請主義を克服）

ポイント２

伴走型
支援



宮城県女川町の横江義行
さん（65）は、東日本大
震災の大津波を生き延び
ながら、8年後の昨年3月
27日、災害公営住宅に入
居するまで家の湯船につ
かることはなかった（中
略）

「被災者に『大丈夫です
か』と聞いても『大丈夫
じゃない、助けてくれ』
と言わない。『どんな被
害がありましたか』と尋
ねるのが基本」と伊藤さ
んは言う。
（日経2020/1/19 小林隆記者）

日経新聞より／「大丈夫ですか？」じゃなくて「あなたの被害は？」



より引用



「声なき声を聴く！」

沈黙

我慢 諦め

不知

寄り添い（伴走）
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大切なのは,「我慢」しないこと
「諦め」ないこと

阪神・淡路大震災1995年 東日本大震災2011年

能登半島地震2025年北伊豆地震1930年

塩崎賢明先生報告より引用 髙知新聞２０２４.1.14記事より引用



支援の総合化・計画化ポイント３



被災者生活再建カード（by永野海 弁護士）
［最新版は⇒http://naganokai.com/card/］



東日本大震災から８年が過ぎてなお、津波や地震で損
壊した自宅での生活を強いられる被災者は少なくない。
仙台市青葉区中山で暮らす無職Ｓさん（６７）の自宅を
訪ねた。

築４５年の木造２階。激しい揺れで２階の複数の柱に
深い割れ目が入り、１階の天井のはりはずれたままだ。
市の修繕状況調査には「一部修繕済み」と答えた。

震災で２階のコンクリート敷きのベランダがずれ落ち、
屋根が引っ張られてゆがみ、１階のサッシは開閉できなく
なった。

屋根の張り替え、玄関の修理など補修代金は約８００万
円に上った。２５年勤めた会社の退職金や火災保険の見舞
金を充てたものの、直し切れなかった。

市の目視による損壊判定は「半壊」。異議を申し立てた
が、２度目の判定でも覆らず「津波の被害でもっとひどい
人がいる」と言われた。公的な支援は応急修理制度（５２
万円）と義援金（５４万円）だけだった。

生活再建支援制度では半壊住宅を解体して建て替えた場合、
最大３００万円が支給される。Ｓさんは知らなかった。
「仕事が忙しく、誰に相談すればいいか分からなかった。
知っていれば自宅を解体して新築していた」と嘆く。

永野海さんのカードの
作成のきっかけになった
Ｓさんのケース

１人暮らし。震災後、過労や人間関係の悩みでうつ病
を発症した。退職金は自宅修繕で使い果たし、年金で暮
らしをつなぐ。Ｓさんは悲痛な思いで訴える。

「時間がたつほど追い詰められる。どうすればいいか
分からず困っている人は他にもいるのではないか」
（河北新報 2019年4月20日付より引用

石巻総局・氏家清志記者の記事）



共通して使うカード

私は６７歳。全財産は８００万円。自宅は半壊でした。
年金一人暮らしで、被災後はうつ状態。不安です。

方針 生活再建のために使うカード



連携
（よってたかって／餅は餅屋）

ポイント４



被災者

行政

支え合
いセン
ター

弁護士建築士

ＮＰＯ
ボラ

餅は餅屋で、よってたかって連携し、一人ひとりを支える

ケア
マネ

福祉
関係者

多くの社会資源で重層的に支援する

専門家

医療
関係者

民間
基金

家族

民生委
員

伴走型支援

近所
地域

保健・
衛生



目的を見誤らない
（生活再建を図るため）

ポイント５



神戸市：仮設住宅解消プロジェクト

• 仮設住宅31,000世帯
→4年半で543世帯

うち困難93世帯
→20例でケース対応



個人情報保護法の目的の誤解

第1条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用
が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱い
に関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個
人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び
地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事
業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべ
き義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置する
ことにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運
営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな
産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実
現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮
しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

ついでに

災害時は「個人情報活用法」と呼ぶべきだ！


